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第１ 問題の所在

１ 開発等により，生活環境が破壊される危険がある事案について行政訴訟
を起こそうとする場合，原告適格の有無が重要な問題となることが多い。
２ そこで以下，行政事件訴訟法改正前における原告適格に関する最高裁判
決の流れを整理し，そのもととなったドイツの保護規範説に簡単に触れた
上，筆者なりに，法律上保護された利益説における法律上保護されたとは
いかなる意味か，それが原告適格を肯定する正当化根拠となるのはなぜか，
原告適格を認め得る要件（構成要素）等を論じたうえ，行訴法改正の趣旨
及び同法改正後の最高裁判決を検討したうえ，それが，環境行政訴訟にお
ける原告適格に与える影響につき若干の検討を加えることとしたい。
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第２ 行政事件訴訟法改正前における原告適格に関する最高裁理論

１ 最高裁判決の流れ
⑴ 原告適格に関する最高裁判決理論の生成と発展
ア 最高裁において，原告適格を認め得る法律上の利益とは何かについ
て，法律上保護された利益であることを最初に示したのはいわゆる
「主婦連ジュース事件最判」（最判昭和５３年３月１４日・民集３２巻２号
２１１頁）である。同判決は，「法律上保護された利益とは，私人等権利
主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を
課していることにより保障されている利益であって，それは行政法規
が他の目的，特に公益の実現を目的として行政権の行使に制約を課し
ている結果たまたま一定の者が受けることなる反射的利益とは区別さ
れるべき」であるとした。
その後，「長沼ナイキ事件最判」（最一小判昭５７年９月９日・民集３６
巻９号１６７９頁）は，保安林指定解除処分につき洪水緩和，渇水予防上
直接の影響を被る一定範囲の地域に居住する住民の原告適格を肯定し
たものであるが，公益についても，法が「専ら右のような一般的公益
の中に吸収解消せしめるにとどめず，これと並んで，それらの利益の
全部又は一部につきそれが帰属する個々人の個別的利益としてもこれ
を保護すべき（中略）趣旨を含むものと解されるとき」は原告適格を
認めてよいとした。
また，「伊達火力発電所事件最判」（最三小判昭和６０年１２月１７日・裁
判集民事１４６号３２３頁，判時１１７９号５６頁）は，公有水面埋立免許等につ
き周辺の水面において漁業を営む権利を有する者の原告適格を否定し
たが，一般論としては，法律上保護された利益としての行政法規によ
る行政権の行使の制約について，明文の規定による制約に限られるも
のではなく，直接明文の規定はなくとも，法律の合理的解釈により当
然に導かれる制約を含むものであるという注目すべき判断を示していた。

⑵ 新潟空港事件最判及びもんじゅ原発事件最判
ア このような最高裁判決が重ねられる中，原告適格について重要な判
断を示し，改正行訴法９条２項が新設されるヒントとなったのが，
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「新潟空港事件最判」と「もんじゅ原発事件最判」である。
イ まず，「新潟空港事件最判」（最二小判平成元年２月１７日・民集４３巻
２号５６頁）は，その一般理論として，従来の最高裁理論を踏襲して，
行訴法９条の「法律上の利益を有する者」とは，「当該処分により自
己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害
されるおそれのある者」をいうのであるが，ここにいう「法律上保護
された利益」とは，「当該処分を定めた行政法規が，不特定多数者の
具体的利益をもっぱら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず，
それが帰属する個々人の個人的利益としてもこれを保護すべきものと
する趣旨を含むと解される場合には，かかる利益も右にいう法律上保
護された利益にあたる」と述べている。だが，同判決の最大の特徴は，
運輸大臣の定期航空運送事業免許取消訴訟に関し，法律上保護された
利益に当たるかの判断は，「当該行政法規及びそれと目的を共通にす
る関連法規よって形成される体系」の中において，当該処分の根拠規
定が当該処分を通して個々人の「個別的利益」をも保護すべきものと
して位置づけられているとみることができるものかどうかによって決
すべきとし，航空法１条と関連法規である公共用飛行場周辺における
航空機騒音による障害の防止等に関する法律３条の法令構造の体系分
析により，空港周辺に居住する住民の原告適格を肯定した点にある。
ウ 次に，「もんじゅ原発事件最判」（最三小判平成４年９月２２日民集４６
巻６号５７１頁）は，新潟空港最判と同様の一般理論を述べているが，
その最大の特徴は，内閣総理大臣の原子炉設置許可処分無効確認等請
求事件について，当該処分を定めた行政法規である核原料物質，核燃
料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉規制法）２４条等が，不
特定多数者の具体的利益を専ら一般公益の中に吸収解消させるにとど
めず，それが帰属する個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むかは，
当該法規の趣旨・目的，当該行政法規が当該処分を通して保護しよう
としている「利益の内容，性質」を考慮して判断すべきであり，事故
が起こったとき「災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想
定される範囲」は，原子炉施設に近い住民程被害を受ける蓋然性が高
いこと，同原子炉の種類，構造，規模等，原子炉の位置と距離，同原
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子炉が電気出力２８万KWの高速増殖炉であること，毒性の強いプルト
ニウムの増殖が行われることから，原子炉付近約２８ないし約５８キロ
メートルの範囲内の住民には原告適格があるとした点にある。

２ 最高裁理論の整理
⑴ これまで述べた最高裁理論を整理すると，その骨子は，概ね以下のと
おりである。
ア 行訴法９条１項の「法律上の利益を有する者」とは，当該処分によ
り「自己の権利」若しくは「法律上保護された利益」を侵害され又は
必然的に侵害されるおそれのある者をいう。この法律上保護された利
益とは，私人等権利主体の個人的（個別的）利益を保護することを目
的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている
利益をいう（主婦連ジュース事件最判，伊達火力発電所事件最判等）。
法律上の保護を目的とする行政法規による行政権の行使の制約は，
明文の規定による制約に限られるものではなく，直接明文の規定はな
くとも，法律の合理的解釈により当然に導かれる制約を含む（伊達火
力発電所事件最判）。当該行政法規及びそれと目的を共通にする関連
法規よって形成される法体系の中において，当該処分の根拠規定が当
該処分を通して個々人の個別的利益をも保護すべきものとして位置づ
けられているとみることができるものかどうかによって決すべきであ
る（新潟空港事件最判）。
イ 保護の目的となる個別的利益は，私的利益であることが多いが，仮
に公益であってもそのことだけで法律上保護された利益に当たらない
とはいえず，場合分けが必要である。
まず，専ら公益に寄与する目的で定められた規定が，その付随的効
果として個人的利益に対しても事実上有利な影響を及ぼしたにすぎな
いとき，かかる利益は法律上保護された利益には当たらず，反射的利
益にすぎない（主婦連ジュース事件最判）。
他方，当該法令が，当該利益を専ら一般的公益の中に吸収解消せし
めるにとどめず，これと並んで，それらの利益の全部又は一部につき
それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべき趣旨を
含むものと解されるときは，法律上保護された利益とみてよい（長沼
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ナイキ事件最判，新潟空港事件最判，もんじゅ原発事件最判等）。
ウ 個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むかは，当該法規の趣旨・
目的，当該行政法規が当該処分を通して保護しようとしている利益の
内容，性質を考慮して判断すべきであり，利益侵害により直接的被害
を受けるものと想定される範囲であるか否かについては，当該施設の
種類，構造，規模等を考慮に入れた上で，当該原告適格の居住する地
域と施設の位置との距離関係を中心として，社会通念に照らし，合理
的に判断すべきものである（もんじゅ原発事件最判等）。

第３ ドイツの保護規範説について

１ 最高裁理論に影響を与えているといわれているのがドイツの保護規範説
である。そこで，同説についての実務家の研究である八木良一，福井章代
「ドイツにおける行政裁判制度の研究」法曹会（以下「八木等・研究」と
いう。なお，同研究は，下記につき，Glaeser, Verwaltungsprozeβrecht,
１４. Auflage, Rn. １５０ff. Bosch／Schmidt, Praktische Einführung in dasver-
waltungsgerichtliche Verfahren, ６. Auflage. S. １１８ff. Hufen, Verwaltung-
sprozeBrecht. ２. Auflage. １４. Rn. ６９ffを参照したものとされている。）１３０
頁（平成１２年）以下により，概観しておくこととする。同説の内容は次の
とおりとされている。
⑴ 主観訴訟としての取消訴訟，義務付け訴訟
取消訴訟及び義務付け訴訟は，法律に別段の定めがない限り，原告が
行政行為又はその拒否若しくは放置により自己の権利を侵害されたと主
張する場合にのみ許される（ドイツ行政裁判所法４２条２項）。
⑵ 被侵害利益の内容
原告適格を基礎づける被侵害権利は，主観的な公法上の権利に限られ
るものではないが，公法上保護された法的利益でなければならない。
手続規定は，それのみで独立して原告適格を基礎づけることはできず，
原則として手続的権利の侵害が同時に実体法上の権利侵害を伴う場合に
のみ原告適格が認められる（ごく例外的に，立法者が手続的権利のみの
侵害のみを理由に原告適格を認めている例として，自然保護団体の参加
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権等がある。）
⑶ 被侵害利益の帰属（保護規範説）
ア 原告の主張する権利が法律上保護されたものであるかどうかは，当
該事案において問題となる法規が，単に公益の保護を目的とするもの
にとどまらず，少なくとも，公益と併せて原告の個人的権利としての
保護をも目的として定められたものであるかどうかに係っている。専
ら公益に寄与する目的で定められた規定が，その付随的効果として個
人的利益に対しても事実上有利な影響を及ぼすこと（法的反射）は，
法律上保護された権利に当たらない。
イ 解釈方法
解釈の方法は，法規の文言，立法者の意思，規範の目的及び体系的
位置の順に従って審査されるべきである（ただし，制定後長い年月が
経過している法規では，価値観念の変遷も考慮しなければならず，立
法者の意思に重要な意味を見出すことができないことも多い。）。
最も重視されるのは，目的的及び体系的な考察方法であり，関連す
る法規の客観的目的や当該法規の規定構造の中において占める体系的
位置づけから，該当する法規が原告の法的利益を保護すべきものであ
ることが明らかになるかどうかが審査されなければならない。法規が
「公の利益」等を判断基準として定めていても，それだけで保護規範
性を否定すべきではない。個人の利益と公共の利益は，原則として，
互いに相対立する関係に立つものではない。保護規範性が肯定される
ためには，問題となる法規が，他の規定との法的な脈絡から，十分に
個別化し得る当事者の範囲を限定していることが必要である。

⑷ 権利侵害の可能性
取消訴訟が適法であるためには，自己の権利が侵害されている旨の主
張が必要である。原告が権利侵害についてどの程度の主張を要するかは，
①有理性説と②可能性説とが対立する。①は，原告の主張が，取り消し
を求める行政行為が違法であるならば，原告の権利を侵害するであろう
という結論を導き出す事実を含むべきという説であり，②は，取り消し
を求める行政行為によって自己の権利が侵害されていることがあり得る
ように思わせる事実を含めば足りるとの説である。②が判例・通説であ
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る。
２ 上記ドイツの保護規範説とわが国の最高裁判決とを対照すると，法制度
に違いがあるにもかかわらず，その内容には，類似性，共通点が実に多く
みられ（主婦連ジュース事件最判，新潟空港事件最判，もんじゅ原発事件
最判等参照），同説がわが国の最高裁判決にかなりの影響（その経緯は不
明であるが）を与えている可能性を否定できないように思われる。

第４ 法律上保護された利益説の再検討（正当化根拠とその要件，機能）

１ はじめに
⑴ 行政訴訟においては，行政処分の名宛人等は，（侵害的）行政処分の
本来的効果として直接（実体的意味での）受忍義務が生じるため，当然
に原告適格を有するとされている。
行政処分の名宛人等には，行政処分の本来的効果が直接及ぶのであり，
処分の効果を排除するため，取消訴訟の原告適格を有することには異論
がない。同訴訟においては，（他人に帰属する利益の侵害に関する違法
を除き）同処分が違法であることを基礎づけるあらゆる主張・立証をす
ることが認められている。その意味で，上記訴訟は処分の効力そのもの
を排除する目的をもつため「処分の効力排除訴訟」と言い得る。
⑵ 問題は，処分の効力を受けない第３者が原告適格を有するかである。
かかる第３者は，同処分の本来的効力を受ける者でもないので，何らか
の利益侵害があれば，民事訴訟（例えば，人格権を根拠とする差止請求
訴訟）によって救済を受けるのが本来の手続である。
しかし，民事訴訟では，行政処分の有効性自体を争うことは原則とし
てできない（抗告訴訟の排他的管轄）から，利益が侵害された場合のす
べてが救済されるわけではないため，同処分が取り消されないことによ
り，第３者は，手続上，自己に生じた権利・利益の侵害又は侵害のおそ
れ（これらを「権利利益の被侵害状態」と呼ぶ）をいわば手続上受忍せ
ざるを得ないことになる（中込秀樹・改訂行政事件訴訟の一般的問題に
関する実務的研究１１１頁。以下「中込実務的研究」という。）。かかる第
３者のうち，少なくとも一定の者を被侵害状態を排除し，救済する必要
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があるのは当然であり，かかる訴訟を「権利利益の被侵害状態排除訴訟」
と言い得る。
上記につき，いかなる範囲の者に同訴訟の原告適格を認めるべきかに
は争いがあり，法律上保護された利益説と法律上保護に値する利益説と
が対立する。
Ａ 法律上保護された利益説
行訴法９条１項の「法律上の利益を有する者」とは，当該処分によ
り自己の権利若しくは利益を侵害され，又は必然的に侵害されるおそ
れのある者を言い，「法律上保護された利益」とは，当該根拠法令が
私人等の権利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の
行使に制約を課していることにより保護されている利益をいうとする
説。判例理論として確立された説であり，多数説でもある。
Ｂ 法的保護に値する利益説
行訴法９条１項の「法律上の利益を有する者」とは，法律によって
保護された者に限定されず，保護ないし法的救済に値するような実質
的な不利益を受け又は受けるおそれのある者をいうとする説（原田尚
彦行政法要論全訂第６版３８８頁。以下「原田要論」という。）。有力説
である。
Ｂ説は，行政訴訟の目的を行政処分の適法性をめぐる紛争の解決を通
じ国民の利益を救済することにあるという訴訟観に基づき，原告が受け
た（受ける）実生活上の不利益ないしリスクに着目し，根拠法規によっ
て保護されていない利益でも裁判上の保護に値するかどうかによって原
告適格を判断する説とされている（前掲原田要論３８９，３９０頁）。
これに対し，Ａ説が法律上保護された利益を有する者にのみ原告適格
を認めるのは何故であろうか。そもそも①権利利益が法律上保護される
とはどのような意味であろうか。そして，②法律上保護された利益であ
ることは何故に「原告適格」を肯定することの正当化根拠となるのか，
そして，正当化根拠となるとした場合，③原告適格を肯定する場合の要
件（構成要素）とは何であろうか。
⑶ これらを検討するに当たり，原告適格を判断する上では，まず，原告
がその点についての主張をし，これに対する応答する形で裁判所が判断
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を下す手続構造となっているので，以下，原告の主張の手続的意義につ
いて簡単に触れたうえ，上記①ないし③を順に検討する。

２ 被侵害権利・利益についての原告の主張
原告適格は，当事者に取消訴訟制度を利用することを許容するための要
件であり，公益的意義を有するから，裁判所はその存否については職権で
調査すべき義務がある。しかし，その判断の基礎となる資料については，
弁論主義の適用がある。よって，（その法的構成は別として）当該処分に
よりいかなる権利・利益が侵害されたかなどの原告適格を基礎づける事実
については，原告の主張・立証があってはじめて裁判所はそれを前提に原
告適格があるか否かを判断することになる（前掲中込実務的研究１１２頁）。
侵害されたものは，権利のみならず利益であってよい。もっともこれら
は，特段の定めがない限り，手続的権利・利益ではなく，実体的権利・利
益である必要がある。
３ 法律上保護された利益説の意味，正当化根拠，要件と機能
⑴ 法律上保護された利益説の意味
ア 法律上保護された利益説がいう，原告の利益が法律上保護されてい
るというのは，どのような意味であろうか。
イ これを端的に述べているのが主婦連ジュース事件最判，伊達火力発
電所事件最判であり，法律上保護された利益とは，私人等権利主体の
個人的（個別的）利益を保護することを目的として行政権の行使に制
約を課していることにより保障されている利益をいうとしている。
この点につき，塩野教授は，最高裁理論及び行訴法９条２項の考慮
事項は，根拠法令等がその処分要件として第３者の個別的利益への考
慮が当該処分の要件となっているかどうかに着目するという意味での
「処分要件説」であるとされている（塩野宏行政法Ⅱ第４版１２４頁）。
また，宇賀教授も，原告の主張する利益の考慮が処分要件になってい
るかを問題とするので「処分要件説」と呼ばれるとされている（宇賀
克也行政法概論Ⅱ１６５頁）。
藤田教授が，行政庁が第３者を被害を受ける危険のある状態におか
ない義務としての「リスク回避義務」と述べておられるのは（藤田宙
靖「許可処分と第３者の「法律上保護された利益」」行政法の基礎理
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論上巻２６５頁），上記「考慮」の中味をより具体的に述べられたもので
あろう。
ウ ここで問題となる行政庁の義務は，処分の根拠法規などにより課さ
れている法的義務であり，処分に際し，第３者の「権利利益」につい
て侵害ないしそのおそれのあるか否かを考慮し，それについての事実
認定，法規の解釈，法的評価などの判断を誤らないようにする義務で
ある。これを「考慮義務」ないし「リスク回避義務」と呼ぶことはも
とより可能であろうし，どう呼んでもその中身に大きな差が生じると
は思えないが，本稿では，「処分」に際しての義務であること，根拠
法令，趣旨・目的，関連法規などに基づく「法的義務」であることに
加え，詳しく調べて，価値・優劣・適否などを決めるという言葉の意
味合いを重視し，第３者の権利利益についての「審査義務」と呼ぶ（以
下特にことわりのない限り，この意味で単に「審査義務」と呼ぶこと
にする。）ことにしたい。処分時の法的義務に対するネイミングとし
てはこの方が相応しいと考えるからである。
エ 法律上保護されているか否かを判断するには，処分の根拠法規等が
審査義務を課しているか否かが問題となり，逆にいえば，このような
審査義務があるとすると同利益は法律上保護された利益となる。
そして，行政庁が上記審査義務に違反すれば，根拠法令等が行政権
の行使に課した制約に違反したことになり，同処分は「違法」となる。
このことは，例えば，新潟空港事件最判が「運輸大臣（当時）が航
空運送事業免許の審査に当たって，申請事業計画を騒音障害の有無お
よび程度の点からも評価すべき（その判断を誤った場合は裁量の逸脱
となり得る）」と述べていること，もんじゅ原発事件最判が「原子炉
設置許可の段階で，原子炉を設置しようとする者の右技術的能力の有
無及び申請に係る原子炉施設の位置，構造及び設備が右災害の防止上
支障がないものであることが認められる場合でない限り，原子炉設置
許可処分をしてはならない」と述べていることからも十分理解できよう。
オ 原告が求める権利利益の被侵害状態の排除は，行政庁の審査義務違
反により処分が違法となり同処分が取り消されることなどによって実
現されるのであり，これが権利利益が法律上保護されているという意
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味なのである。
⑵ 法律上保護された利益説の原告適格の正当化根拠
ア それでは，かかる意味での法律上保護された利益であることが何故
に原告適格を認め得ることを正当化する根拠になるのであろうか。
その根拠は，当事者適格とは何かに求められるべきである。当事者
適格とは，特定の請求について当事者として訴訟を追行し，本案判決
を求める資格をいう（伊藤眞民事訴訟法第３版補訂版１５３頁以下，新
民事訴訟法講義（補訂）（福永有利）１３０頁以下等。以下「講義」とい
う。）。すなわち，当事者適格とは，当事者となった者のうち，その者
に対し本案判決をするのが紛争の解決にとって必要かつ有効適切であ
る者を選別するための基準である。当事者適格は，その者に本案判決
をすることが無意味である者を排除する機能を有している
イ もとより，原告が上記義務違反の主張・立証に成功するか否かは本
案の問題であり，原告適格が問題となる局面でその成否を問うべきで
はない。
原告適格が問題となる局面では，同訴訟の訴訟物である処分の違法
性について本案訴訟を追行するに相応しい者，換言すれば，原告のう
ち，その者の主張する利益の侵害が「処分を違法ならしめる可能性」
のある者であれば，本案訴訟の追行資格を肯定すべきである。逆に，
その可能性がない者については，原告適格を否定し，訴訟から排除す
べきである。
そして，①根拠法令等が処分に際して（原告の主張する）個別的利
益への審査義務を課していることが認められ，かつ，②原告がその義
務違反を違法として主張しているのであれば，（実際にその義務違反
の主張立証が成功するか否かはともかく）原告は本案において「処分
を違法ならしめる可能性」を有する者とみることができる。
ウ したがって，法律上保護された利益であること（換言すれば，当該
処分に際して原告の主張する利益についての審査義務が認められるこ
と等）は，原告適格を認めることの正当性を根拠づけ得る，といえる
のである（ただし，最終的に原告適格が認められるための「要件」は，
これだけでは不十分であり，次項で論じる。）。
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⑶ 法律上保護された利益説における原告適格の要件と機能
ア はじめに
法律上保護された利益説における原告適格の要件は，原告による違
法主張の存在の他，法的保護要件（原告の主張する利益が法律上保護
されており，かつ，個別的利益として原告に帰属すること）と利益侵
害要件（利益侵害の可能性があること）とがある。これらは，その目
的，機能を異にしているので，以下，前述したドイツの保護規範説を
参考としつつ，わが国の最高裁判決の説示等を検討しながら分説する。
イ 「法律上保護」されているか否か
ア この問題は，原告の主張する利益が法律上保護された利益か否か，
換言すれば，根拠法令等がその処分要件として第３者の個別的利益
への審査義務を課しているか否かという問題である。
イ かかる審査義務が認められるか否かは，基本的には処分の根拠法
規の文言解釈によって判断されるべきである。しかし，同法規の文
言からは直ちに審査義務が認められない場合でも，立法者の意思，
同法規の趣旨・目的，さらには新潟空港事件最判が説くように，当
該行政法規及びそれと目的を共通にする関連法規よって形成される
法体系の位置づけにおいて，処分に際し審査義務が課されているか
否かを審査すべきである（なお，前掲八木等研究１３４頁以下参照）。
当該処分の根拠規定が当該処分を通して個々人の個別的利益をも
保護すべきものとして位置づけられている場合には，行政権の行使
に制約をもたらすものであり，審査義務の存在を認めてよいといえ
る。
ウ この構成要素は，原告のうち，その主張する権利・利益について，
行政庁の処分に際し審査義務が課されておらず，その結果，本案訴
訟の追行資格を認めても処分の違法を主張・立証に成功する可能性
のない者を排除する機能を有する。

ウ 個別的利益として原告へ帰属するか否か
ア 原告適格を肯定するには，上記法律上保護された「個別的利益」
が「原告に帰属」することが必要である。
イ 現在の民事訴訟法においては，当該請求に対する勝訴の本案判決
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によって保護されるべき実体的利益の帰属主体であると主張する者
が原告適格を有するとされている（注釈民訴⑴４０７頁，前掲講義１３１
頁）。これは主として民事訴訟を念頭に形成された見解であるが，
訴訟制度が自己の権利・利益について救済を求めるものであること
は抗告訴訟においても異ならないから，同訴訟においても，自己に
帰属しない利益の侵害があったと主張する者に本案判決の追行資格
を認めるべきではない。
ウ 原告の主張する利益が同人に帰属しない場合は，次の２つに分か
れる。
１）ひとつは，同利益が専ら純粋な公益であり，個別的利益として
の性質を有しない場合である。かかる公益は，不特定多数人に帰
属するものであり，個々人に帰属するものではない。
そこで，原告は，上記公益に関連する利益について法律上保護
された私的利益又は公的利益として主張することが多い。問題は
同利益が法律上の保護の及ばない反射的利益か，同保護の及ぶ個
別的利益かである。
２）これを主婦連ジュース事件最判でみると，不当景品類及び不当
表示防止法一条，三条，四条，六条等の関係規定は，「不公正な
取引方法の一類型である，不当顧客誘引行為のうち不当な景品及
び表示を，公正委員会が適切かつ迅速に規制することによって受
ける一般消費者の公益を守る」という，専ら公益に寄与する目的
で定められた規定であり，その付随的効果として個人的利益（例
えば，商品を正しく特定させる権利，よりよい取引条件で果汁を
購入する利益，果汁の内容について容易に理解することができる
利益等）に対し事実上有利な影響を及ぼしたとしても，かかる利
益は，「反射的利益」にすぎず，法律上保護された利益には当た
らない，とされた。
上記において，根拠法令等が公正取引委員会の処分に際し，一
定の要件を定め，一般消費者の公益（不当な景品，表示の排除）
について審査義務を課しているが，それは専ら公益についての義
務であり，原告の主張する上記個人的利益についてまで審査義務
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を課しているわけではない。
原告の主張する公益につき，行政庁の権限行使が規制され，同
利益の審査義務が課されていても，それが専ら公益を保護する趣
旨である場合は，（処分の名宛人等は別として）処分の効力の及
ばない第３者としては，その公益そのものについて，「自己の法
律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟」である民衆訴訟
を提起するより他ないのである（行訴法５条）。同訴訟は「法律
に定める場合に法律で定める者に限り」許されるべきものである
（同法４２条）。よって，主観訴訟である抗告訴訟や実質的当事者
訴訟の提起はできない。
３）これに対し，上記公益と関連して原告が主張する利益が，「法
律上保護された個別的利益」である場合（例えば，本件で教育施
設，医療施設の開設者について，善良な風俗・生活環境上の利益
が法律上保護された利益であることを肯定する場合など）もあり
得る。反射的利益との区別をどのようにしてすべきであろうか。
この点につき，ドイツの保護規範説では，「保護規範性が肯定
されるためには，問題となる法規が，他の規定との法的な脈絡か
ら，十分に個別化し得る当事者の範囲を限定していることが必要
である。当事者の範囲を限定し得るかどうかは，個別的法規の構
成要件から，限定された人的範囲を抽出できるかどうかにかかっ
ているものと考えられる」としている（前掲八木等研究１３５頁）。
確かに，法規の構成要件（例えば，許可に際し，一定の距離制
限規定が存在したり，特定の人的範囲の者の利益を保護する趣旨
が読み取れること）等から限定された人的範囲を抽出・限定でき
る場合には，同利益が不特定多数に帰属するものではなく，特定
の範囲の具体的な者に帰属するものと解する有力な手がかりが存
しており，公的利益と切り離された（かつ法律上保護された）個
別的利益に当たるとみることが可能な場合があろう。
しかし，一般には，上記反射的利益か（法律上保護された）個
別的利益かの判断は，微妙な判断であることが多い。公益から特
定の利益を個別的利益として切り離すことができるか否かの判断
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自体が微妙であることがあろうし，仮に切り離された個別的利益
であると判断し得たとしても，反射的利益と区別するためにはそ
れだけでは十分ではない。実際には，同利益の内容，性質（公的
利益か，健康・身体的利益か，財産的利益か，又は精神的利益か
など）・性質及び侵害の態様，程度等から公益への解消が困難か，
特定の個人の利益保護のための手続（同意，意見，聴取，異議申
立）の有無を十分に考慮したうえ，前記イの項目での判断に戻り，
切り離された利益に法律上の保護が及んでいるかどうかを再検討
せざるを得ない場合が少なくないのである。
４）今ひとつ，原告が主張する利益が原告に帰属しない場合がある。
それは，個別的利益（例えば，特定の騒音被害を受けない利益）
としての性質は有するが，それが原告に帰属せず，原告以外の他
人に帰属する場合である。前述したように，自己の権利・利益に
ついての救済を求めるものであることは訴訟制度の基本であって，
他人の利益の救済を求める者は，訴訟での紛争解決にとって必要
かつ適切な者とはいえないから原告適格を有しない。

エ この構成要素は，個別的利益が原告に帰属するか否かの問題であ
り，自己に帰属しない権利・利益の侵害を主張して提訴する者を排
除する機能を有する。
同要素は，「法律上保護」されているか否かの要素とは概念及び
機能を異にする。だが，実際には，反射的利益か否かの判断でみた
ように，原告の主張する被侵害利益が法律上保護されていない反射
的利益なのか，それとも公益から切り離された個別的利益とはいえ
ないものなのかの区別は微妙であり，両要素を相互に独立した要件
としてとらえるのは無理がある。両要素は，「法律上保護された個
別的利益の原告への帰属」という１つの要件の構成要素とみるのが
妥当であろう。

エ 利益侵害の可能性（利益侵害要件，人的範囲の画定）
原告の主張する利益が，「法律上保護」された「個別的利益」とし
て原告に「帰属」したとしても，それのみで原告適格の人的範囲を画
定することはできるとは限らない。
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すなわち，原告の主張する被侵害利益が「法律上保護」されており，
かつ，「個別的利益として原告に帰属」するとしても，「利益侵害の可
能性」が客観的にない者にまで本案訴訟の追行資格を認めるべきでは
ない。
そこで，もんじゅ原発事件最判が説くように，原告が主張する利益
の内容，性質，それが侵害された場合の態様，程度を考慮し，原告適
格を認め得る人的範囲を具体的に画定する必要がある。例えば，原子
力発電所の被害のように施設の相当遠方にまで利益侵害が生じる可能
性が存する場合には，相当広範囲の者に原告適格を認めてよいが（同
最判は，原子炉から約２９ないし約５８キロの範囲内に居住する原告適格
らについて原告適格を認めている。），騒音，振動被害のように施設の
近距離にしか利益侵害の可能性がない場合には，それに相応しい人的
範囲に限定する必要がある。この判断は，「法律上保護」されている
か否かとは異なり，規範的評価を含まない事実認定に他ならず，本案
前のものであるから，審理内容が重すぎるものとならないよう，社会
通念，経験則が重視されるべきである。この要件は，主張する利益侵
害の可能性のない者を排除する機能を有する。

⑷ ここまでのまとめ
ア 以上のように考察した法律上保護された利益説についての結論部分
をまとめると，以下のとおりとなる。
① 法律上保護された利益とは，第３者である私人等権利主体の
個別的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約
（審査義務）を課していることにより保障されている利益をい
う。
② 同処分についての抗告訴訟の原告適格は，同訴訟の訴訟物で
ある処分の違法性について本案訴訟を追行するに相応しい者に
認められるべきである。根拠法規等により原告の主張する利益
についての審査義務が行政庁に課されていること，及び原告が
その違反を違法と主張している者であることが認められれば，
原告は本案において「処分を違法ならしめる可能性」を有する
者といえるから，原告適格を認め得る。
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③ 法律上保護された利益説における原告適格の要件は，原告に
よる違法主張のほか，法的保護要件としての「原告の主張する
利益が法律上保護された個別的利益として原告に帰属するこ
と」と利益侵害要件としての「原告の主張する利益につき，利
益侵害の可能性が認められること」である。
④ ③のうち，法的保護要件の一部である「法律上保護」されて
いるか否かは，原告のうち，その主張する権利・利益の侵害な
いしそのおそれが，処分に際しての審査義務を構成せず，その
結果，本案訴訟の追行資格を認めても処分の違法を主張・立証
に成功し得る可能性のない者を排除する機能を有する。
審査義務が，処分の根拠法規の文言からは直ちに審査義務が
認められない場合でも，立法者の意思，同法規の趣旨・目的，
当該行政法規と目的を共通にする関連法規よって形成される法
体系の位置づけにおいて，処分に際し審査義務が課されている
か否かを審査すべきである
⑤ ③のうち，法的保護要件の一部である「個別的利益」として
原告へ「帰属」するか否かは，自己の帰属しない権利・利益の
侵害を主張して提訴する者を排除する機能を有する。
個別的利益として原告に帰属しない場合は２つに分かれる。
ひとつは，同利益が専ら純粋な公益であり，個別的利益として
の性質を有しない場合であり，今ひとつは，個別的利益として
の性質を有するが，それが原告に帰属せず，原告以外の他人に
帰属する場合である。
⑥ ③のうち，利益侵害要件である原告に「利益侵害の可能性」
があることは，利益の内容，性質，それが侵害された場合の態
様，程度を考慮して判定されるべきものであり，原告適格を有
する人的範囲を具体的に画定する機能を有する。
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イ 以上の関係性を図示すると次のとおりである。

第５ 平成１６年行政事件訴訟法改正による同法９条２項の解釈

１ 行訴法９条２項制定の経緯
改正行訴法９条２項は，新潟空港事件最判，もんじゅ原発事件最判のの
流れを踏まえ新設されたものである。その経緯については，稲葉馨「取消
訴訟の原告適格適格」園部逸夫＝芝池義一編集・改正行政事件訴訟の理論
と実務６３頁以下に詳しく述べられているが，結論としては，９条１項の
「法律上の利益」についても改正が検討されたが「それ以外に適切な文言
がなかった」という理由により改正が見送られ，その代わりに，新潟空港
事件最判やもんじゅ原発事件最判の最高裁判決の判断手法にヒントを得て
９条２項が新設された，とされている。
２⑴ 「新潟空港事件最判」の最大の特徴は，運輸大臣の定期航空運送事業
免許取消訴訟に関し，法律上保護された利益に当たるかの判断は，「当
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該行政法規及びそれと目的を共通にする関連法規よって形成される体
系」の中において，当該処分の根拠規定が当該処分を通して個々人の「個
別的利益」をも保護すべきものとして位置づけられているとみることが
できるものかどうかによって決すべきとし，航空法１条と関連法規であ
る公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法
律３条の法令構造の体系分析により，空港周辺に居住する住民の原告適
格を肯定した点にある。
行訴法９条２項は，原告適格の解釈に当たっては，処分の根拠法規の
みならず，当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨
及び目的をも参酌するものとしているのは，上記「新潟空港事件最判」
の考え方を法規化したものといえる。原告適格の要件との関係では，被
侵害利益が「法律上保護された利益」といえるかに関係しており，その
判断は，処分の根拠法規の解釈によりなすのが原則であるが，同根拠法
規と目的を共通にする関係法令があるときは，関係法令の趣旨及び目的
をも参酌してなすべきとしたのである。
⑵ 他方，「もんじゅ原発事件最判」の最大の特徴は，内閣総理大臣の原
子炉設置許可処分無効確認等請求事件について，当該処分を定めた行政
法規である核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原
子炉規制法）２４条等が，不特定多数者の具体的利益を専ら一般公益の中
に吸収解消させるにとどめず，それが帰属する個々人の個別的利益を保
護する趣旨を含むかは，当該法規の趣旨・目的，当該行政法規が当該処
分を通して保護しようとしている「利益の内容，性質」を考慮して判断
すべきであり，事故が起こったとき「災害により直接的かつ重大な被害
を受けることが想定される範囲」は，原子炉施設に近い住民程被害を受
ける蓋然性が高いこと，同原子炉の種類，構造，規模等，原子炉の位置
と距離，同原子炉が電気出力２８万KWの高速増殖炉であること，毒性の
強いプルトニウムの増殖が行われることから，原子炉付近約２８ないし約
５８キロメートルの範囲内の住民には原告適格があるとした点にある。
行訴法９条２項は，当該処分において考慮されるべき利益の内容及び
性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するとしているのは，
上記「もんじゅ原発事件最判」の考え方を法規化したものといえる。原
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告適格の要件との関係では，被侵害利益の「侵害又は侵害のおそれ」に
関係しており，その判断は，利益の内容及び性質並びにこれが害される
態様及び程度をも勘案すべきととしたのである。
⑶ もっとも，原告適格の各要件該当性は，いずれも原告の被侵害利益を
対象ととして判断されるのであるから，（侵害の態様，程度はともかく）
被侵害利益の内容，性質は，「法律上保護された利益」に当たるか否か，
「個別的利益」に当たるか否か，「侵害又は侵害のおそれ」があるかな
いかの要件該当性判断に共通して問題となるのであり，「侵害又は侵害
のおそれ」の判断に特有のものではない。
また，「個別的利益」に当たるか否かの判断は，その前提として，被
侵害利益が「法律上保護」されている場合に必要となるのであるから，
「法律上保護された利益」の判断において根拠法規のみならず関係法規
の解釈が必要となるときは，「個別的利益」の判断においても根拠法規
のみならず関連法規の解釈が必要となるのである。

３⑴ 行訴法９条２項は，「新潟空港最判」，「もんじゅ原発最判」にヒント
を得て制定されたものであるが，下級審裁判所の目からみると，最高裁
判決の射程距離は原則として事案が同様の場合にのみ及ぶという限定が
あるから，同項の新設により，新潟空港事件やもんじゅ原発事件と事案
を異にする場合にも，迷うことなく同様の手法をとることが法により公
認されたという意味合いがあろう。この意味合いは原告適格を認める範
囲の実質的拡大につながるといえよう。
⑵ さらに，前記２，⑶で述べたように，被侵害利益の内容，性質の検討
は，「法律上保護された利益」，「個別的利益」，「侵害又は侵害のおそれ」
の要件該当性に共通して問題となるものであるし，根拠法規のみならず
関係法規の検討は，「法律上保護された利益」のみならず「個別的利益」
の要件該当性に共通して問題となるものである。
そうすると，両最判が問題にした要件（関係法規については，法律上
保護された利益の要件，利益の内容，性質については侵害又は侵害のお
それの要件）以外の場面でも問題となることから，両最判の判断枠組み
を超えた原告適格を拡張する判例が登場する余地があることになる。こ
の点は，今後の判例の推移に待つ他はないというべきである。
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